
 

 

蒲郡市小中学校ＰＴＡ連絡協議会会則 

 

第１条（名称） 

 

第２条（事務所） 

 

第３条（目的） 

 

 

第４条（会員） 

 

 

 

 

 

第５条（事業） 

 

 

 

 

 

 

 

第６条（役員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条（役員の任期） 

 

 

第８条（役員の任務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条（会議） 

 

 

 

本会は、蒲郡市小中学校ＰＴＡ連絡協議会（市Ｐ連）と称する。 

 

本会の事務所は、蒲郡市教育委員会生涯学習課に置く。 

 

本会は、蒲郡市内の小中学校、義務教育学校単位ＰＴＡ相互の連絡を密にし、児

童・生徒の健全育成と併せて、蒲郡市の教育の振興に寄与する事を目的とする。 

 

本会の会員は、本会の目的に賛同する市内の小中学校、義務教育学校の代表

者とする。 

代表者は原則として各単位ＰＴＡ会長、副会長（保護者２）、各学校長とする。 

また、本会の目的に賛同する市内の小中学校、義務教育学校単位ＰＴＡは、本会

の加入団体となる。 

 

本会は、第３条の目的を達するために次の事業を行う。 

１ 会の目的達成を図るための講習会、研修会等の開催。 

２ 会の目的達成に必要と認められる教育関連事業への参加協力。 

３ 上部団体（日Ｐ、県Ｐ連、三河Ｐ連等）の事業への参加協力。 

４ 市内の小中学校、義務教育学校の環境改善への取り組み。 

５ 会員相互の親睦と情報の交換。 

６ その他、目的達成に必要と認められる事業。 

 

本会は、下記の定める役員を置く。役員は、総会において会員の中から選出す

る。ただし、会長が必要と認めた場合には、役員会の承認を得て、下記以外にも特

別な役員を置く事ができる。 

会 長  １名（保護者１） 

副会長  ３名（保護者２、教師１） 

書 記  ４名（保護者２、教師２） 

会 計  ３名（保護者２、教師１） 

会計監査 ３名（保護者２、教師１） 

家庭教育委員 １名（副会長（保護者）のうち１名が兼務） 

 

本会の役員の任期は、１年とする。ただし、再選は妨げない。 

補欠選任の場合は、前任者の残任期間とする。 

 

１ 会長は本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長事故がある時は、その任務を代行する。 

３ 書記は各会議の議事、活動の記録を作成保管すると共に総会においてこれ

を報告し、会長の指示によって本会の通信並びに庶務を担当する。 

４ 会計は総会で決定した予算に基づいて、全ての会計事務を処理すると共に総

会においてこれを報告し、本会の財産を管理する。 

５ 会計監査は本会の全ての会計を監査する。 

６ 第６条に掲げる全役員はその他の会務を分担し、会の円滑な運営にあたる。 

 

本会の会議には、総会、役員会があり、その全てを会長が招集する。 

１ 総会は、全会員（各学校保護者３、教師１）を以て構成し、その３分の２以上の

出席（委任状を含む）にて成立する。 

２ 総会は、会則の審議、改定、役員の選出、諸活動の審議、予算・決算の審議承



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０条（顧問） 

 

 

第１１条（会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２条（事業年度） 

 

第１３条（その他） 

 

 

第１４条（会則の改定） 

 

 

 

付 則 

認を行う。 

３ 役員会は、第６条に定める役員にて構成し、会長が必要に応じて開催し、総会

の原案作成、協議、討議事項の処理、緊急事項の処理を行う。 

４ 会長が必要と認めたとき、または、会員の３分の１以上の要請があったときは、

臨時総会を開催することができる。 

５ 議事の決議は、その出席者の過半数によって決定し、可否同数の場合は議長

の決するところによる。 

 

本会には、顧問を置くことができる。顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱す

る。 

 

本会の経費は、下記によって充てる。 

１ 加入団体の負担金 

２ 寄附金 

３ 補助金 

４ その他 

負担金は、均等割１校につき５,０００円、学級割１学級につき２５０円、人数割１人に

つき４４円とし、本会会計より請求がありしだい加入団体は、速やかに納入しなけれ

ばならない。 

 

本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な規則、諸規定等は、役員会の

決議を得て会長がこれを定める。 

 

本会則の改定増補は、総会において出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。 

 

 

 

１ 本会則は、昭和２９年４月１日より適用する。 

２ 本会則は、昭和４１年４月１日より一部改定して適用する。 

３ 本会則は、平成８年４月２６日より一部改定して適用する。 

４ 本会則は、平成９年５月１６日より全面改定して適用する。 

５ 本会則は、平成１３年５月１０日より一部改定して適用する。 

６ 本会則は、平成２３年２月２３日より一部改定して適用する。 

７ 本会則は、平成２８年４月１日より一部改定して適用する。 

８ 本会則は、令和６年４月１日より一部改定して適用する。 

９ 本会則は、令和８年５月２８日より一部改定して適用する。 

 


